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北海道市町村職員共済組合の被扶養者認定に係る取扱基準について、公正かつ厳正

を期する事を目的とし、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号。以下

「共済法」という。）第２条第１項第２号、地方公務員等共済組合法施行令（昭和３

７年政令第３５２号。）第３条、及び地方公務員等共済組合法運用方針（昭和３７年

自治甲公第１０号。以下「運用方針」という。）第１章第２条関係第１項第２号の規

定に基づき、健康保険法（大正１１年法律第７０号。）、及び厚生労働省通達等の取

扱いを参酌し以下のとおり定めるものとします。 

１ 被扶養者の定義及び認定要件の概要（共済法第２条第１項第２号） 

被扶養者とは、３親等内の親族等（後期高齢者医療の被保険者等を除く。）で、主

として組合員の収入により生計を維持する者（その者の生活に要する費用を組合員が

継続して負担している場合）とされています。 

（１） 被扶養者の範囲 

① 組合員の配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含みます。以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 

② 組合員と同一世帯に属する３親等内の親族で①に掲げる者以外の者 

③ 組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者

の父母及び子、並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と

同一世帯に属する者 

（２） 認定の基本的要件 

主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては次に掲げる者

であつて家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して行うものとします。 

① １８歳末満の者 

② ６０歳以上の者 

③ 給与条例の規定による扶養手当を受けている扶養親族（一般職の職員の給与に

関する法律（昭和２５年法律第９５号）第１１条第２項の規定に相当する扶養親

族）又は給与条例の規定による扶養親族以外若しくは特別職等で扶養手当等は受

けていないが、主として組合員の収入により生計を維持する者 

④ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に定める学校の学生、生徒並び

に監督庁の認可を受けている学校法人又は各種学校（修業期間１年以上のものに
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限る。）の学生、生徒。ただし、定時制課程、通信制課程、夜間課程及び通信に

よる教育を受けている学生を除く。 

⑤ 組合員と同居している障害者 

⑥ 病弱者で就労能力を失つている者、若しくは著しく減退している者 

⑦ 所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２条第１項第３３号又は第３４号に規

定する控除対象配偶者又は扶養親族とされている者（１６歳未満の者を除く） 

（３） 被扶養者として認定されない者 

次に掲げる者は、主として組合員の収入により生計を維持する者に該当しません。 

① その者について当該組合員以外の者が一般職の職員の給与等に関する法律第１

１条第１項の規定に相当する給与条例による扶養手当又は、これに相当する手当

を地方公共団体、国、その他から受けている者 

② 組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合において、社会通念上その組

合員が主たる扶養者でない者 

③ 勤労資産（年金等を含む。）又は、事業による所得が運用方針第２条関係に規

定する年額１３０万円以上ある者（１９歳以上２３歳未満の者（組合員の配偶者

を除く。）である場合にあつては、年額１５０万円以上の所得がある者、国民年

金法（昭和３４年法律第１４１号）及び厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１

５号）に基づく年金たる給付その他の公的年金たる給付のうち障害を支給事由と

する給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者［以下、「障害年金受給者」

という。］である場合又は、６０歳以上の者である場合にあつては、年額１８０

万円以上の所得がある者） 

④ 共済組合の組合員、健康保険及び船員保険の被保険者である者、あるいは既に

それらの被扶養者に認定されている者 

⑤ 社会保険各法、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）等に基づく給付金の

受給資格がある者で、その受給額が年額に換算して１３０万円以上あり、その受

給対象期間にある者（１９歳以上２３歳未満の者（組合員の配偶者を除く。）で

ある場合にあつては、年額１５０万円以上の受給額がある者、障害年金受給者で

ある場合又は、６０歳以上の者である場合にあつては、年額１８０万円以上の受

給額がある者） 
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⑥ 疾病等による就労能力の喪失が一時的であり、この状態が一定期間継続してい

ない場合 

⑦ 後期高齢者医療制度（長寿医療制度）の被保険者である者又は、後期高齢者医

療制度（長寿医療制度）の被保険者である組合員の配偶者等 

※収入基準に年齢要件も含まれる場合は、その年の１２月３１日現在の年齢で判定

します（以下同じ。）。 

※年齢については民法（明治２９年法律第８９号）の規定を準用することから、誕

生日の前日において加算されるため、誕生日が１月１日の者は１２月３１日にお

いて年齢が加算されます（以下同じ。）。 

 

２ 生計維持の取扱いについて 

被扶養者の定義にある「主として組合員の収入によつて生計を維持する」ことに関

しては、健康保険法における被扶養者の認定の取扱いを参酌し、総務大臣の定める運

用方針により行います。 

（１） 共同扶養の取扱いについて 

夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定にあたつては、下記を

参考として家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して行うものとします。 

① 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入（過去の収入、現時点の収

入、将来の収入等から今後１年間の収入を見込んだものとする。以下同じ。）の
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多い方の被扶養者とします。 

② 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の１割以内である場合は、被扶

養者の地位の安定を図るため届出により主として生計を維持する者の被扶養者と

します。 

③ 共済組合の組合員に対しては、その者が主たる扶養者である場合に扶養手当等

の支給が行われることとされているので、夫婦の双方又は、いずれか一方が共済

組合の組合員であつて、その者に当該被扶養者に関し、扶養手当又はこれに相当

する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者と

して差し支えありません。 

（２） 同一世帯について 

① 同一世帯の取扱い 

共済法第２条第１項第２号に規定する親族に係る「同一の世帯に属する」とは、

組合員と生計を共にし、かつ、同居している場合をいいます。そのため、上記親等

関係図のとおり組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の親族に

ついては同居していることが要件となります。 

ただし、病院勤務の看護師など組合員の勤務上別居を要する場合、もしくはこれ

に準ずる場合、又は転勤等に際して組合員の都合により一時的に別居を余儀なくさ

れる場合は、それがやむを得ない事由であると共済組合が認めた場合に限り、扶養

の実態等を総合的に判断します。 

また、組合員と同居していた被扶養者が次に掲げる施設等に入所する場合、一時

的な別居であると考えられますので、組合員と同居しているものとして取り扱いま

す。ただし、当該各施設の利用料等を負担していることが必要です。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に規定する身体障害者授産

施設 

イ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）に規定する知的障害者更正施

設及び知的障害者授産施設 

ウ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する介護老人保健施設 

② 別居の場合の取扱い 

認定対象者（配偶者、子、孫（１８歳未満又は、認定対象者となつている配偶者、
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子と同居している場合）を除く。）が別居の場合は、組合員が生活費を継続して負

担していることが必要となることから、月々の送金額を確認いたします。毎月の送

金あるいは少なくとも２ヶ月分の定期的な送金が必要となります。 

・送金額は月額３万円以上、かつ年間にして認定対象者の収入の１／３以上の額

となる送金が必要となります。 

・認定対象者が２名以上の場合は、ひとり当たり月額３万円以上、かつ年間にし

て認定対象者の収入合計額の１／３以上の額となる送金が必要となります。 

・認定対象者が父母２人の場合は、月額５万円以上、かつ年間にして父母の収入

合計額の１／３以上の額となる送金が必要となります。 

なお、援助額の手渡し又は、物品等の援助や公共料金の支払い等は、生計維持関

係が客観的に確認できないため認めておりません。必ず、金融機関の通帳や振込依

頼書等の確認書類において振込人・受取人・送金日・送金額が確認できる送金方法

であることが必要です。 

また、扶養認定後も被扶養者資格確認調査の際には過去２年分の送金実績を確認

できる書類の提出が必要となりますので必ず保管してください。 

（３） 組合員の扶養能力の判定について（配偶者及び子は除く。） 

次の要件に該当するときは、組合員が家族の生計を将来に向けて継続的に維持す

ることができる経済的な資力がないとして、認定できません。なお、認定を受けよ

うとする者の所得として規定するものについては次項を確認してください。 

① 認定を受けようとする者の所得が限度額未満であつても、その所得額が組合員

の年収の１／２を超える場合は、被扶養者として認定することはできません。 

 

② 認定対象者の所得が、その世帯の１人当たりの生計維持費を超える場合も、被

扶養者として認定することはできません。 
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３ 収入基準について 

扶養認定にあたつては、その認定対象者に何らかの収入がある場合、その金額や組

合員の収入額を考慮して認定事務を行います。 

（１） 扶養認定における所得とは 

共済法運用方針第２条関係で規定されている所得とは、諸控除前の収入額のこと

を指すものであり、所得税法上の「所得」とは相違しますのでご注意ください。扶

養認定において対象となる所得は、その者の恒常的な収入の総額であり、非課税所

得も含まれます。下記は主な収入ですが、一般的には全ての収入が対象となります。 

・給与所得（給料、賞与、手当、賃金等。ただし、交通費は含みません。） 

・事業所得（農業、商業、製造業、その他の事業から生ずるもの等） 

・利子所得、配当所得（預貯金利子、株式配当金、有価証券利息等） 

・不動産所得（土地、家屋の賃貸等による収入等） 

・雑所得（老齢・障害・遺族年金、恩給等） 

・その他の所得（社会保険各法に基づく各種手当金、雇用保険法に基づく基本手

当等（ただし、一時金と同等の手当は含みません。）、国家公務員等失業者退

職手当（いわゆる公務員等の失業給付）、その他組合において、前各所得に準

ずるものと認定した収入） 

※所得税法上において、その者の所得として取り扱われていない所得であつても、

現実にその家業等に従事している場合には、その所得の名義人にかかわりなく、

同様の業務に従事する他の従事者に支払われる給与（賃金手当）に換算し、その

額をその者の所得とします。 

※労務の提供度合等の評価にあたつては、従事する者の業務上の地位、年齢、健康

状態、労務量、その他特殊事情等を考慮して取り扱うものとします。 

※所得は既定の収入額をさすのではなく、現在及び将来にわたる収入状態から推定

した額とします。 
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（２） 収入の限度額について 

年額にして１３０万円未満とします（１９歳以上２３歳未満の者（組合員の配偶

者を除く。）については年額１５０万円未満、障害年金受給者又は、６０歳以上の

者については年額１８０万円未満）。ただし、次のような状態にある場合には、年

額１３０万円（１５０万円又は１８０万円）以上の所得があるものとして取り扱い

ます。 

① パート等で月額の給与賃金を受けている場合 

月額１０８，３３４円以上の所得が恒常的にあることが見込まれるときは認定で

きません。（１３０万円÷１２月＝１０８，３３３円） 

また、雇用契約において収入月額が上記の限度月額を上回る勤務形態である場合

も認定できません。 

（例）雇用契約が勤務時間６時間×時給９００円×月２１日勤務＝月額１１３，４

００円 

なお、収入には諸手当（通勤手当は除く。）を含みます。月額給与とは別に定期

的な賞与が支給される場合は、支給月から次の賞与支払い月の前月までの各月に割

り振り、月額給与に加算します。臨時支給的な賞与は、支給月の給与にのみ加算し

ます。 

② 雇用保険基本手当、社会保険から傷病手当金等を受給する場合 

手当日額が３，６１２円以上の社会保険各法に基づく各種手当金、雇用保険法に

基づく基本手当等（特例一時金を除く。）を受給する場合は認定できません。 

（１３０万円÷１２月÷３０日＝３，６１１円） 

※年額１５０万円又は１８０万円の場合についても、上記に準じて算出します。 

区分 収入限度額 

①年額 ②月額（年額÷１

２） 

③日額（月額÷３

０） 

下記に該当しない方 １３０万円未満 １０８，３３４円

未満 

３，６１２円未満 

１９歳以上２３歳未満の者（組

合員の配偶者を除く） 

１５０万円未満 １２５，０００円

未満 

４，１６７円未満 
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・障害年金受給者 

・６０歳以上の者 

１８０万円未満 １５０，０００円

未満 

５，０００円未満 

③ 事業所得がある場合 

自営業者等の場合、所得税法上の所得額ではなく、社会通念上明らかに当該所得

を得るために必要と認められる経費に限り、その実額を売上高から控除した額が年

額１３０万円未満（開業日の属する年においては、開業日の属する月からその年の

１２月までの月数で限度額を算出。（例：９月１２日に開業した場合 １３０万円

÷１２月×４月（９～１２月）＝４３３，３３３円））のときのみ認定することが

できます。経費については、どの業態であつても減価償却費、租税公課、接待交際

費・利子割引料等は必要経費として認められません。 

なお、給与賃金を経費として支出している事業者にあつては、その者が他の者の

雇用主である立場から、共済制度上の被扶養者としては不適切であり認定の対象と

なりません。 

事業所得における必要経費の取扱い例 

１ 事業所得者（給与賃金を経費として支出している者を除く。）が被扶養者として

の認定を受ける際には、確定申告書及び損益計算書（収支内訳書）の写しを添付す

ること。 

２ 所得額は原則「総収入－必要経費」で算出しますが、必要経費として認められる

ものについては下表の○及び△（注）に該当するものとします。 

 小売業 飲食業 理美容業 アパート

貸間業 

農水産業 学習塾業 

売上原価（仕入等） ○ ○ ○ × × △ 

租税公課 × × × × × × 

荷造運賃 × × × × × × 

水道光熱費 △ △ △ × △ △ 

旅費交通費 △ △ △ × △ △ 

通信費 × × × × × × 

広告宣伝費 × × × × × × 

接待交際費 × × × × × × 



- 9 - 
 

損害保険料 × × × × × × 

修繕費 ○ ○ ○ ○ ○ △ 

消耗品費 ○ ○ ○ △ ○ ○ 

減価償却費 × × × × × × 

福利厚生費 × × × × × × 

給料賃金 × × × × × × 

利子割引料 × × × × × × 

地代家賃 △ △ △ × △ △ 

貸倒金 × × × × × × 

研修費 × × × × × × 

負担金 × × × × × × 

雑費 × × × × × × 

青色申告控除額 × × × × × × 

注）明らかにその事業を行うために支出した額のみ経費として認めます。経費とし

て控除するには、確定申告書とは別に必要経費である根拠書類の添付が必要です。 

（３） 父母を扶養する場合の収入要件 

父母を扶養するときは、夫婦相互扶助の観点から、前述の収入要件に加え、次の

とおり父母の収入を合算して認定の可否を判断します。 

下記限度額については、国が定める標準生計費、厚生労働省の生活保護基準等を

参考として１人世帯の２倍の９０％として計算しており、父母の年齢及び障害年金

受給の有無によつて、認定可能となる収入限度額を判断します。 

なお、下記限度額についても支給形態により「（２）収入の限度額について」と

同様に月額・日額に換算し、認定の可否を判断します。 

① 父母ともに障害年金受給者又は、６０歳以上の者 

合算額が１８０万円未満 父母ともに可 

合算額が１８０万円以上 どちらか額の少ない者のみ可 

合算額が３２４万円以上 父母ともに不可 

② 父母のどちらかが障害年金受給者又は、６０歳以上の者 

合算額が１３０万円未満 父母ともに可 
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合算額が１３０万円以上 どちらか額の少ない者のみ可 

合算額が２７９万円以上 父母ともに不可 

③ 父母ともに６０歳末満で障害年金受給者でない 

合算額が１３０万円未満 父母ともに可 

合算額が１３０万円以上 どちらか額の少ない者のみ可 

合算額が２３４万円以上 父母ともに不可 

④ 父又は、母のいずれかが７５歳以上で既に後期高齢者医療制度に加入している

場合は、年収の合算は行わず、申請対象者の収入のみを基に認定の可否を判断し

ます。 

４ 国内居住要件について（共済法第２条第１項第２号） 

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する

法律（令和元年法律第９号）、地方公務員等共済組合法施行規定の一部を改正する命

令（令和元年内閣府総務省文部科学省令第４号）が公布されたことにより、令和２年

４月１日から当該要件が追加されました。 

（１） 国内居住要件の考え方について 

共済法第２条第１項第２号に定める「住所」については、住民基本台帳に住民登

録されているかどうか（住民票があるかどうか）で判断し、住民票が日本国内にあ

る者は原則、国内居住要件を満たすこととなります。 

このため、例えば、当該被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合も、日

本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たすこととなります。ただ

し、住民票が日本国内にあつても、海外で就労しており、日本で全く生活していな

い等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、共済組合において、

例外的に国内居住要件を満たさないものと判断します。 

（２） 国内居住要件の例外について 

これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後日本で生活する蓋然性が

高いと認められる者は、一時的な海外渡航であるとして、日本国内に住所がないと

しても、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外

として取り扱います。対象は次に掲げる者とします。 

① 外国に一時的に留学をする学生、またその留学に同行する家族。なお、留学の
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期間は問いません。 

② 外国に赴任する組合員に同行する家族。ただし、渡航先国で家族帯同ビザでな

く就労ビザが発行される等の場合は例外対象とはなりません。 

③ 観光、保養、ボランティア活動、その他就労以外の目的で一時的に渡航する者。

ワーキングホリデー制度利用者を含みます。 

④ 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者。具体的

には海外赴任中に出生した子や、婚姻した配偶者、養子縁組を結んだ子などで、

組合員の海外赴任終了後に日本で生活すると予定されている者。なお、②と同様

に、現地で就労している等で生計維持関係が認められない場合は除きます。 

⑤ その他渡航の目的や事情等を考慮し、生活の基礎が国内にあると認められる者。 

（３） 確認書類の提出について 

上記（２）に該当する者は、実態を確認する必要があるため、次項〔別表２〕に

記載する書類を提出していただきます。 

なお、外国語で記載された確認書類は、翻訳者の署名がある日本語翻訳文を添付

し提出してください。 

５ 被扶養者認定の事務手続き 

被扶養者の異動について申告しようとするときは、当該事実が生じた日から５日以

内に、共済被扶養者申告書に扶養の事実を確認できる別表の書類を添付し、組合に提

出してください。 

〔別表〕 

被扶養者申告書添付書類一覧表 

○：必ず添付 △：必要に応じて添付 ※下表の他に書類の提出を求めることがあ

ります 

 配偶者 子 父母・祖父

母・孫・兄

弟姉妹 

その

他の

親族 

摘要 

同居別居の別  同・別 同・別 同 別 同  

被扶養者・兄弟

等の調査書 

 ○ ○ ○ ○ ○ 出生時の申請にお

いて扶養手当が支



- 12 - 
 

給されている場合

のみ省略可。 

戸籍謄本 

（それに準ず

る書類含む） 

婚姻・縁組 

扶養義務者がわ

かるもの 

△ △ ○ ○ ○ 配偶者・子…続

柄・婚姻日等の確

認が必要な場合。 

父母等…除籍者を

全て含む謄本。 

※戸籍法改正によ

り除籍者が確認で

きない場合は改製

前原戸籍。 

住民票 組合員と申告者

分 

△ △ 

出生除

く 

△ △ △ 必要に応じて提出

を求めることがあ

ります。 

在学証明書原

本 

高校生以上 ○ ○ ○ ○ ○  

年金改定通知

書又は年金振

込通知書の写 

年金受給者 △ △ △ △ △ 必要に応じて提出

を求めることがあ

ります。年金未決

定・改定前の場合

は試算書等の提出

が必要。 

送金確認書類 別居組合員から

の仕送り 

   ○ 

孫：△ 

 振込依頼書の写

し、又は送金額や

送金者・受取人が

わかる通帳の写

し。 

孫…必要に応じて

提出を求めること
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があります。 

診断書等 

（１８歳～５

９歳の方で病

弱の場合） 

就労できないと

き 

 ○ ○ ○ ○ 診断書や障害者手

帳の写しなど就労

能力を失つている

ことがわかる書

類。 

雇用証明書 給与収入者 ○ ○ ○ ○ ○ 当組合の様式をご

使用ください。契

約内容変更の場合

は変更前・変更後

各１枚ずつ。 

確定申告書及

び損益計算書 

（収支内訳書） 

自営業者 ○ ○ ○ ○ ○ 事業所得における

必要経費の取扱い

は、所得税法上の

ものとは異なりま

す。詳細について

は事務手引きを参

照ください。 

有

職

者

で

あ

つ

た

者 

退職者に関

する証明書 

雇用保険未加入

者 

○ ○ ○ ○ ○ 当組合の様式をご

使用ください。 

雇用保険受

給資格者証

又は離職票

１と２の原

本 

雇用保険加入者 △ △ △ △ △ 必要に応じて提出

を求めることがあ

ります。 

現況及び今後

についての申

立書 

１８歳～５９歳  ○ ○ ○ ○ 組合員の申立で当

組合の理事長宛・

所属所長の記名が
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あり、組合員が内

容を確認した旨の

記載がある申立

書。（在学証明書

添付の場合は省略

できます。） 

扶養の実態に

ついての申立

書 

   △ ○ △ 別居の場合は仕送

り額の記載のある

もの。組合員の申

立で当組合の理事

長宛・所属所長の

記名があり、組合

員が内容を確認し

た旨の記載がある

申立書。 

扶養できない

理由及び送金

についての申

立書 

収入のある組合

員の兄弟等 

  ○ ○ ○ 収入のある組合員

の兄弟等に作成し

ていただき提出し

てください。 

国民年金第３

号被保険者関

係届 

※短期組合員

の被扶養配偶

者については、

所属所から管

轄の年金事務

所又は年金事

務センターへ

２０歳～５９歳 ○     当組合の認定年月

日と相違する場合

は「国民年金第３

号被保険者と当組

合の認定年月日が

相違している者に

係る申請書」の提

出も必要。 
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直接提出して

ください。 

基礎年金番号

確認書類 

 ○     基礎年金番号通知

書等の写し。 

〔別表２〕国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類 

例外該当事由 添付書類 

① 外国において留学をする学生 査証（ビザ）、学生証、在学証明書、入学

証明書等の写し 

② 外国に赴任する組合員に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発

行する居住証明書等の写し 

③ 観光、保養又はボランティア活動その

他就労以外の目的で一時的に渡航する者 

査証、ボランティア派遣機関の証明、ボラ

ンティアの参加同意書等の写し 

④ 組合員が外国に赴任している間に当該

組合員との身分関係が生じた者であつて、

②と同等と認められるもの 

出生や婚姻等を証明する書類等の写し 

⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡

航目的その他の事情を考慮して日本国内に

生活の基礎があると認められる者 

※個別に判断 

※日本語以外の言語で記載された確認書類は、翻訳者の署名がある日本語翻訳文を

添付すること。 

６ 認定の効力等（共済法第５５条） 

① 新たに組合員となつた者に被扶養者となるべき者がある場合には、その組合員

となつた日から、また、新たに被扶養者の要件を備える者が生じた場合には、そ

の事実が生じた日からそれぞれ発生します。ただし、その届出が組合員となつた

日、若しくはその被扶養者としての要件を備えるに至つた日から３０日以内にさ

れない場合には、その届出を受けた日又は、組合で認定した日から発生します。 

② 被扶養者の資格は、その要件を欠くに至つた日から喪失します。 

③ 組合は、既に被扶養者として認定されている者について、被扶養者としての要

件を満たしていないことが判明した場合は、認定取消の日はその事実が発生した
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日からとします。（なお、医療費等の還付請求をする場合がありますので注意し

てください。） 

④ その他、この取扱いによるもののほか、必要な事項については、その都度文書

をもつて所属所長に通知します。 

７ 被扶養者の取消について 

被扶養者の資格は、その要件を欠くこととなつた時点で喪失します。具体的な取消

日の基準は次のとおりです。 

（１） パート・アルバイト等の給与収入がある場合 

給与収入については、一般的に月単位で支払われることから、月額１０８,３３４

円（１９歳以上２３歳未満の者（組合員の配偶者を除く。）は月額１２万５千円、

障害年金受給者又は６０歳以上の者は１５万円）以上を収入限度額超過として判断

します。 

したがつて、年額で１３０万円（１５０万円又は１８０万円）以上とならない場

合であつても、下記に該当すると判断できる場合は認定取消となります。 

なお、賞与が支給される場合は、支給月から次の賞与支払月の前月までの各月に

割り振り、給与に加算したものを月額収入とします。 

① 就職や雇用契約の変更等により、健康保険等の被保険者又は組合員となつたと

きには、認定取消となります。 

② 就職時の雇用契約が、月額の限度額以上の場合（月給・日給・時給、勤務日数・

勤務時間、賞与の按分等で算定）は、就職日から認定取消となります。（事例１

参照） 

なお、給料が日額の場合は、月額に換算して計算します。 

③ 雇用形態（時給・勤務日数等）の変更により、雇用契約が月額の限度額以上と

なつた場合は、雇用契約の変更日から認定取消となります。（事例３参照） 

④ 就職時の雇用契約は月額の限度額以上であるが、３ヶ月未満の短期雇用のため

認定取消をしなかつた場合であつても、引き続き就労（雇用延長・他で雇用等）

することとなつたときには、就職日に遡つて認定取消となります。 

⑤ パート・アルバイト等で月々の収入が一定でない場合は、月額限度額以上とな

つた月からの３ヶ月の平均収入が月額限度額以上となり、かつ、その後において
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も同程度の収入が見込まれるとき（更に翌３ヶ月の平均も限度額以上となるとき）

は、４ヶ月目の初日に認定取消となります。（事例４・５参照） 

なお、月々の収入が一定でない場合でも、雇用契約で明らかに月額の限度額を

超える収入が見込まれるときには、その時点から認定取消となります。 

⑥ 雇用契約が月額１０８，３３４円（１２万５千円又は１５万円）未満であつて

も、実績として雇用開始月から月額１０８，３３４円（１２万５千円又は１５万

円）以上の収入があつた場合は、雇用された日から認定取消となります。（事例

２参照） 

※個々のケースにより、上記の他にも取消手続が必要となる場合があります。 

※父母どちらかのみを認定している場合において、認定されていない方に係る収入

確認も上記と同様に行います。 

⑦ ３ヶ月未満の短期雇用であつても、年額１３０万円（１５０万円又は１８０万

円）以上の収入があつた場合は、翌年の１月１日に認定取消となります。（事例

６参照） 

●認定取消となる具体的事例（障害年金を受給していない６０歳未満の配偶者の場合） 

（事例１） 雇用契約で月額が限度額１０８，３３４円以上（※雇用期間が３ヶ月未

満の場合を除く。） 

 

（事例２） 雇用開始月の給与月額が限度額１０８，３３４円以上 
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（事例３） 雇用形態（契約）の変更により収入が増加 

 

（事例４） パート等で毎月の給与が変動する方（３ヶ月平均で１０８，３３４円以

上の収入） 
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（事例５） パート等で賞与の支給がある方（３ヶ月平均で１０８，３３４円以上の

収入） 

 

（事例６） 年額１３０万円以上の収入がある方 

 

（２） 事業所得、不動産所得、配当所得等がある者の場合 

自営業は月単位での収入の把握が困難な場合もあることから、原則、毎年の確定
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申告で算出された売上高から社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認め

られる経費を控除した額が１３０万円（１９歳以上２３歳未満の者（組合員の配偶

者を除く。）は、年額１５０万円、障害年金受給者又は６０歳以上の者は１８０万

円）以上となつた場合を収入限度額超過として判断します。 

また、不動産所得や配当所得等で収入が定期的なものは、その単位期間で収入額

を確認してください（賃貸収入を毎月得る場合は月額で確認する等）。 

収入限度額を超過した場合や下記に該当した場合は認定取消となります。 

① 確定申告で算出された売上高から社会通念上明らかに当該所得を得るために必

要と認められる経費を控除した額が限度額を超過したときは、確定申告を行つた

年の１月１日に遡つて認定取消となります。 

 

② 事業を行うなかで、人を雇用したときは、雇用日で認定取消となります。正規

の雇用でなくても、給与賃金を支払つたときすべてが対象です。 

③ 不動産所得や配当所得等が限度額を超過することとなつたときは、不動産を所

有した日、限度額以上の収入を得ることとなる契約を行つた日、株式や証券を取

得した日等をもつて認定取消となります。 

（３） 公的年金等を受給する者の場合 

限度額以上の公的年金等を受給することとなつたときは、その年金額が示された

日（決定通知書や改定通知書の発行日）をもつて認定取消となります。 

公的年金を複数受給している場合は、すべてを合算して限度額が超過することと

なる時点で認定取消となります。 

また、公的年金のほかに給与収入等がある場合は、合算して限度額を超過する時

点において認定取消となります。 

なお、厚生年金基金や個人積立年金等は、同等の額を家計から支払つているとみ

なされますので、収入には含みません。 
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（４） 雇用保険法に基づく基本手当を受給する者の場合 

手当日額が３，６１２円以上の基本手当を受給することとなつたときは、支給対

象日の初日をもつて認定取消となります（１９歳以上２３歳未満の者（組合員の配

偶者を除く。）は手当日額が４，１６７円以上、障害年金と雇用保険を併給する場

合又は６０歳以上の者は手当日額が５，０００円以上）。 

（５） 組合員から仕送りを受けている別居親族の場合 

① 送金額が被扶養者の収入の１／３以上の金額、もしくは認定時等に組合員が申

し立てた金額を満たしていなかつたときは、最後に基準以上の金額を送金した月

の翌月１日をもつて認定取消となります。被扶養者の収入額に変動があつた際に

は、特に注意してください。 

② 毎月の送金あるいは２ヶ月分の定期的な送金が行われていなかつたときは、定

期的な送金が確認できた最終月の翌月１日をもつて認定取消となります。送金が

ない月が３月を超える場合は、継続的な生活費の負担として認められません。 

８ 主な扶養取消の事由及び提出書類等について 

共済被扶養者申告書に取消日を確認するため以下の書類を添付してください。なお、

資格確認書及び被扶養者証をお持ちの方は、併せて返却してください。 

※短期組合員の被扶養配偶者の「国民年金第３号被保険者関係届（非該当届）」につ

いては、所属所から管轄の年金事務所又は年金事務センターへ直接提出してください。 

取消事由 取消日 添付書類 

就職で他の健康保険に加入 就職日 ・ （必要に応じて）新しく加入した

資格情報通知書の写し等、就職日が

確認できるもの 

限度額以上の雇用契約で就

職 

就職日 ・ 雇用証明書 

・ ２０歳以上６０歳未満の被扶養配
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偶者の場合は、「国民年金第３号被

保険者関係届（非該当届）」 

雇用形態の変更により限度

額以上の収入に増加 

雇用形態の変更

日 

・ 雇用証明書。雇用形態変更前、変

更後の２枚 

・ ２０歳以上６０歳未満の被扶養配

偶者の場合は、「国民年金第３号被

保険者関係届（非該当届）」 

失業保険の受給 

（給付日額３，６１２円（１

９歳以上２３歳未満の者（組

合員の配偶者を除く。）は４，

１６７円、障害年金と失業保

険を併給する場合又は６０

歳以上の者は５千円）以上） 

支給期間の初日 ・ ２０歳以上６０歳未満の被扶養配

偶者の場合は、「国民年金第３号被

保険者関係届（非該当届）」 

・ 雇用保険受給資格者証（両面）の

写し 

離婚、離縁、子の婚姻 離婚日、離縁日、

子の婚姻日 

・ （必要に応じて）組合員の戸籍謄

本等（離婚日等が確認できるもの） 

・ ２０歳以上６０歳未満の被扶養配

偶者の場合は、「国民年金第３号被

保険者関係届（非該当届）」 

年金の決定又は改定による

収入増加 

年金額決定（改

定）通知書の日付 

・ 年金額決定（改定）通知書の写し 

死亡 死亡日の翌日 ・ （必要に応じて）死亡日が確認で

きる戸籍謄本等 

自営業等事業収入の増加 収入増となつた

日 

・ 確定申告書及び収支内訳書の写し 

・ ２０歳以上６０歳未満の被扶養配

偶者の場合は、「国民年金第３号被

保険者関係届（非該当届）」 

同居要件のある親族と別居 別居した日 ・ 異動後の住民票 

※その他必要に応じて書類の提出を求めることがあります。 
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※上記以外の取消事由の場合は、共済組合までご連絡ください。 

※被扶養者の資格は、その要件を欠くこととなつた時点で喪失します。喪失日以後に

医療機関で診療を受けた場合は、医療費等の還付請求をする場合がありますのでご

注意ください。 

９ 被扶養者資格確認調査について 

共済組合の掛金は、被扶養者の人数に関係なく組合員の給与額で決定され徴収され

ます。そして、その徴収された掛金や所属所からの負担金により医療給付などの給付

がなされます。 

扶養の実態がないのに被扶養者を認定していると、本来支給すべきでない医療給付

などを支払うこととなる可能性があり、その損害は掛金を負担している組合員の皆さ

んが被ることとなります。 

そこで、共済組合では被扶養者認定を公正かつ厳正に行うため、地方公務員等共済

組合法や関係法令、通達等を十分に踏まえた上で、被扶養者資格確認調査により被扶

養者の所得、組合員の扶養能力、扶養の実態などを総合的に審査し、調査対象者が「主

として組合員の収入により生計を維持している者」であると判断した場合に、被扶養

者としての資格を継続して認めています。 

調査時点から過去１年もしくは２年分の収入や送金について確認書類を提出してい

ただきますので、必要書類等は保管いただくようお願いします。 

調査により被扶養者としての資格に該当しなくなつたと共済組合が判断した場合、

虚偽の報告が認められた場合、また、調査の回答がなかつた場合は、生計維持が認め

られない時点まで遡つて被扶養者の資格を取り消すことがありますので、必ず正しい

内容でのご提出をお願いいたします。 

１０ 共済被扶養者申告書の記入要領 

① 「申告区分及び申告事由」欄…該当する項目のア～ウ及びa～cを選択して○で

囲んでください。申告事由により記入の必須項目が異なりますので、「共済被扶

養者申告書記入項目表」により必要項目を記入してください。 

② すべての申告区分において必須項目であるのは、所属所コード、組合員番号、

所属所名、組合員氏名、被扶養者氏名、続柄コード、続柄、申告の理由及び事実

発生年月日、個人番号、申告書所属所受理年月日、申告者欄、所属所証明欄です。 
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③ 「認定・取消（事由・年月日）」欄…認定・取消事由コードをコード表により

記入してください。 

④ 申告の理由及び事実発生年月日を正確に記入してください。 

離職により無職無収入となつたため・・・離職した翌日 

失業保険満了により無収入となつたため・・・支給終了日の翌日 

○月○日死亡したため・・・死亡した翌日 など 

⑤ 認定・住所変更の場合は、「同居別居及び国内居住の有無」、「扶養手当」、

「扶養控除」各欄を必ず記入し、給与事務担当者が扶養手当の有無を確認し記名

してください。 

⑥ 「基礎年金番号」欄…配偶者の扶養認定の場合、必ず記入してください。 
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申告書の記入例 
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共済被扶養者申告書記入項目一覧 

申告の種類 

記入項目 

扶養

認定 

扶養

取消 

変更 備考 

所属所コード・組合員番号 ◎ ◎ ◎ 右づめ記入 

所属所名 ◎ ◎ ◎  

組合員名 ◎ ◎ ◎  

標準報酬月額 ◎    

被扶養者氏名 カナ ◎ ◎ ◎ 左詰め、姓名の間は１マス空け

る、カナの濁点・半濁点は１マス 漢字 ◎ ◎ ◎ 

生年月日・性別 ◎  △  

続柄コード・続柄 ◎ ◎ ◎  

認定・取消事由コード ◎ ◎   

申告の事由及び事実発生年月日 ◎ ◎ ◎  

同居別居・居住地 ◎ △ △ 該当するものに○ 

住民登録地住所 △  △ 別居の場合は住民登録地を記入 

扶養手当・扶養控除 ◎  △ 該当するものに○ 

給与事務担当者の記名 ◎  △  

年間所得推計額 ◎    

基礎年金番号 △   配偶者は必須 

個人番号 ◎    

公費欄 △  △ 対象となっている制度に○ 

申告者・所属所証明欄 ◎ ◎ ◎  

申告書所属所受理年月日 ◎ ◎ ◎  

◎：必須項目 △：該当する場合必須 空白：記入不要 上記以外網かけ欄共済使用 
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１１ 被扶養者・兄弟等の調査書の記入要領 

① 所属所番号・組合員番号以下該当する箇所は全て記入してください。 

② 「家族構成・続柄・年齢」欄…申告の対象となる被扶養者の氏名と組合員及び

認定を受けようとする被扶養者と同一世帯に属する親族全員（３親等以内）を記

入してください。認定を受けようとする者が扶養手当の支給対象でない場合は組

合員と同順位の扶養義務者に係る記載が必須です。また、続柄欄には、組合員と

の続柄を、年齢欄には、申告時点における満年齢を記入してください。 

③ 「同居・別居の別」欄…組合員との状況で該当する項目を○で囲んでください。 

④ 「職業」欄…勤務先の名称、自営業の場合はその業種を具体的に記入し、学生

については、小・中・高・大学生等の別を記入してください。 

⑤ 「所得年額」欄…給与収入・年金収入については総収入の額を、事業所得等に

ついては、その年間における収入額から必要経費を控除した金額を記入してくだ

さい。 

所得年額前年分欄には、申告時点から過去１年間の総収入額を、向こう１年間

推計欄には、申告時点から向こう１年間に見込まれる総収入を記入してください。 

所得の種類欄には、給与、年金、事業所得等具体的に記入してください。 

⑥ 「健康状態」欄…該当する項目を○で囲んでください。 

⑦ 「兄弟等の調査書」欄…認定を受けようとする者が父母等の場合は組合員の兄

弟姉妹全員、配偶者の父母の場合は配偶者の兄弟姉妹全員の状況など、関連する

親族全員について記入してください。 

⑧ 「職歴」欄…認定を受けようとする者に係る職歴について、過去４年間に職歴

がある場合は「有」を○で囲み、職歴の始期、終期を記入し、過去４年間に職歴

がない場合は「無」を○で囲んでください。また、母を認定する場合の父など、

関連する親族（除籍者含む）の職歴についても記入してください。過去に職歴が

ない場合は「職歴なし」と記入してください。 

なお、６０歳以上の年金受給者の父母等は過去全ての職歴を記載いただく必要

があります。 

⑨ 「組合員以外の者が認定を受けようとする者に係る扶養手当に相当する給付を

受けているか」欄…該当する項目にチェックを入れてください。 
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⑩ 「現在まで加入していた健保等」欄…認定を受けようとする者が直近に加入し

ていた健康保険について、該当するものを○で囲んでください。また、直近の状

況について該当する項目にチェックを入れてください。 

⑪ 「別居しているときはその理由」欄…認定を受けようとする者と組合員が別居

している場合は、その理由について記入してください。 

⑫ 「今まで申告しなかつた理由等」欄…認定を受けようとする理由や今後どのよ

うに扶養していくかについて具体的に記入してください。 
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